
平
成
三
十
年
二
月
六
日
提
出

質

問

第

五

六

号

「
北
朝
鮮
」
を
核
保
有
国
で
あ
る
と
し
た
安
倍
総
理
の
答
弁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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「
北
朝
鮮
」
を
核
保
有
国
で
あ
る
と
し
た
安
倍
総
理
の
答
弁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
は
、
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
北
朝
鮮
は
「
実
際
に
日
本
列
島
を
日
本
海
に
沈
め

る
と
い
う
宣
言
を
し
て
い
る
国
で
あ
り
ま
し
て
。
そ
れ
は
ま
さ
に
核
保
有
国
が
非
核
保
有
国
を
核
の
使
用
で
恫
喝
し
た
の
は
、

事
実
上
初
め
て
の
こ
と
」
（
「
本
答
弁
」
と
い
う
。
）
と
答
弁
し
た
。

こ
の
答
弁
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
答
弁
で
い
う
「
核
保
有
国
」
と
は
「
北
朝
鮮
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
政
府
は
「
北
朝
鮮
」
の
核
保
有
を
認

め
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

一
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
見
解
は
「
北
朝
鮮
」
を
核
保
有
国
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
承
知

し
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
見
解
を
変
更
し
た
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

安
倍
総
理
は
、
本
答
弁
で
、
「
核
保
有
国
が
非
核
保
有
国
を
核
の
使
用
で
恫
喝
し
た
の
は
、
事
実
上
初
め
て
の
こ
と
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
直
前
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
ラ
ム
ズ
フ
ェ
ル
ド
国
防
長
官
が
イ
ラ
ク
へ
の
核
兵
器
の
使
用
は

否
定
さ
れ
な
い
と
合
衆
国
連
邦
議
会
で
議
会
証
言
し
た
こ
と
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
ク
リ
ミ
ア
併
合
の
一
年
後
に
テ
レ
ビ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
核
兵
器
の
使
用
を
準
備
し
て
い
た
と
答
え
る
な
ど
、
「
核
保
有
国
が
非
核
保
有
国
を
核
の
使
用

一



で
恫
喝
」
す
る
こ
と
は
前
例
に
事
欠
か
な
い
。
安
倍
総
理
の
か
か
る
認
識
は
誤
り
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

日
本
政
府
は
、
「
北
朝
鮮
」
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

本
答
弁
で
、
北
朝
鮮
は
「
実
際
に
日
本
列
島
を
日
本
海
に
沈
め
る
と
い
う
宣
言
を
し
て
い
る
国
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

「
北
朝
鮮
」
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
の
従
来
の
見
解
と
本
答
弁
は
整
合
し
な
い
の
で
は

な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

「
北
朝
鮮
」
に
対
話
と
圧
力
を
継
続
す
る
姿
勢
に
原
則
異
論
は
な
い
も
の
の
、
本
答
弁
に
は
複
数
の
初
歩
的
な
事
実
誤
認

が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
安
倍
総
理
は
本
発
言
を
撤
回
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


